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2024 年 7 月 1 日 No. 191（毎月 1 日発行） 

外国籍者の個人所得税優遇措置「6 年ルール」について 

財政部、税務総局による「非居住者と居住者の個人所得税政策に関する公告」（財政部、税務総局公告

2019 年第 34 号、2019 年 3 月 14 日公布・1 月 1 日遡求施行）では、中国国内に住所のない個人（注）

の中国国外源泉所得にかかる個人所得税について 2019 年度から今年 2024 年度にかけて、どの年度においても

1 課税年度内の滞在日数が累計満 183 日となり、かつ 1 回で続けて 30 日超となる中国国外への出国がなけれ

ば、2025 年度より中国国外源泉所得及び中国国内源泉所得に対してともに個人所得税の課税が定められており

ます（なお 2018 年以前の年度は計算に含めないとされております＝本年度中国国外源泉所得については対象

外）。 

中国国外源泉所得でかつ中国国外の組織または個人により支給される所得への課税を免税とする手段として、

2019 年度から本年度の 2024 年度にかけて中国国内の滞在日数が累計 183 日未満となる年度がある、または

1 回で続けて 30 日超となる中国国外への出国（年度跨ぎは対象外）が必要となります。また、累計 183 日未満

滞在または 30 日超出国が一度でもあれば、前 6 年間の参照期間はリセットされます（いわゆる「6 年ルール」）。 

中国個人所得税の算出根拠となる滞在日数について、課税年度（1 月～12 月）を通じて滞在日数を計算し

ます。仮に 2019 年から 2023 年のいずれの年度も累計満 183 日超の滞在であり 1 回で続けて 30 日超となる中

国国外への出国がない状況の場合、2024 年度においては滞在日数の累計を 183 日未満とする、あるいは 12 月

31 日までに 1 回で続けて 30 日超となる出国をすることが免税条件となります。 

 

 ＜６年ルールの課税/免税イメージ図＞ 

 

（注）実務上、中国籍者は中国国内に住所を有す個人、外国籍者は中国国内に住所のない個人と判断されるこ

とが一般的であると考えられます。 
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課税対象となる中国国外源泉所得について 

 ６年ルールにおける免税となる所得については、先述の通り中国国外源泉所得でかつ中国国外の組織または個人

により支給される所得に限られますが、優遇措置が適用とならないことにより課税対象となる代表的な所得は以下の

通りとなります。 

・中国国外で所有する不動産の賃貸収入や売却譲渡益 

・中国国外で所有する有価証券等の売却譲渡益、配当 

・中国国外源泉の役員報酬 

・中国国外源泉の退職金 

・中国国外役務報酬所得 

など 

  

上記のいずれも高額所得となることが予想されるため、2019 年度より滞在日数・出国日数が免税要件に達して

いない場合は本年度中での対策が必須となります。 
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